
委 託 契 約 書（案） 

 

１ 委託業務の名称 沖縄県差別のない社会づくり条例に関する県民意識及び実態調査業務 

 

２ 委託期間   契約締結の日から令和７年３月 14 日 

 

３ 契約金額   金           円 

           （うち、取引に係る消費税額及び地方消費税額     円） 

「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第１項及び第

29 条の規定、並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき

算出したもので、契約金額に 110 分 10 を乗じて得た額である。 

 

４ 契約保証金  沖縄県財務規則第 101 条による 

 

 上記委託業務について、委託者 沖縄県知事 玉城 康裕（以下「甲」という。）と受託者

以下「乙」という。）は、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 乙は、別添「仕様書」に基づき、上記の委託金額及び委託期間内で頭書の業務を完

了しなければならない。 

 

（実施計画書） 

第２条 乙は、仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む実施計画書を契約締結後速やかに提出

し、甲の承認を得なければならない。 

 

（実施計画書の変更） 

第３条 甲又は乙の都合により、実施計画の内容を変更するときは、甲乙事前に協議するもの

とする。 

２ 前項の協議が整った場合、乙は速やかに実施計画書の変更内容を記載した書面を甲に提

出し、甲は乙に対して承認の通知をするものとする。 

 

（再委託の制限） 

第４条 乙は、本契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

２ 乙は、甲が仕様書で指定した本契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。 

３ 乙は、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものに本

契約の履行の委任し、又は請け負わせてはならない。 

４ 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、10 日前まで

に再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければ

ならない。ただし、甲が仕様書で示した簡易な業務を第三者に委任し、又は請け負わせる場

合はこの限りでない。 

５ 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行為に

ついて全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償し

なければならない。 

６ 乙が第１項から第４項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これによ

り乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に発生した損害について、甲は



賠償責任を負わないものとする。 

 

（履行期限の延長） 

第５条 乙は、やむを得ない理由によって、履行期限内に委託業務を完了することができない

と見込まれるときは、あらかじめ書面により甲に報告し、その指示を受けなければならな

い。 

 

（委託業務の調査等） 

第６条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査をし、また

は報告を求めることができる。 

 

（報告書・完了報告書の提出） 

第７条 乙は業務が完了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書及びその他の成果物（以

下「成果物」という。）に完了届を添付して、甲に提出し、その検査、確認を受けなければ

ならない。 

２ 乙の提出する成果物の内容に関し、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し不十分な部

分について再調査を求めることができる。 

３ 成果物について甲による了承後、乙は２（委託期間）、３（契約金額）、４（委託業務に

従事する労働者）の内容を含む委託業務完了報告書を作成し、甲に提出しなければならな

い。 

 

（額の確定） 

第８条 甲は、前条の規定により提出された委託業務完了報告書の審査により委託料の額を確定

し、委託料を支払うものとする。 

２ 前項の確定額は、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額とする。 

３ 甲が委託料の額を確定した結果、前金払いにより乙に交付した委託料に残額が生じたと

き、又は、委託料により発生した収入があるときは、乙はその額を甲に返還しなければなら

ない。 

 

（委託料の支払方法） 

第９条 委託料の支払いは、前条による委託契約額の確定後、乙からの適法な請求書を受理し

た日から 30 日以内に支払うものとする。 

 

（委託料の概算払） 

第 10 条 甲は、委託料について、乙の請求により必要があると認められる金額については、

委託料の３割を超えない範囲で概算払いをすることができる。 

２ 概算払いは、乙からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内とする。 

 

（契約の解除） 

第 11 条 甲は、次の各号の一つに該当すると認められたときは、この契約の全部または一部

を解除することができる。 

（１）乙が本契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。 

（２）乙が正当な理由によってこの契約の解除を申し出たとき。 

（３）甲の都合により、この契約の解除を必要とするとき。 

（４）乙が次のいずれかに該当するとき。 

 イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員）が暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で



あると認められるとき。 

 ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 

 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

 ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方がイから

ホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

 ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に

対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

２ 前項第４号の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、委託契約額の 10

分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

(損害賠償) 

第 12 条 乙は、前条第１号又は第２号に該当する理由により、この契約を解除された場合に

おいて、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。また、乙が仕様

書等の記載事項に反した場合は、甲は委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有す

る。 

  また、甲は前条３号に該当する理由によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を

与えたときは、その損失を補償する。 

 

（賠償金等の徴収） 

第 13 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わな

いときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日

まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを

相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

 

（不可抗力による事業の中止等） 

第 14 条 甲は、天変地異その他やむを得ない事由により、乙が受託した事業を遂行すること

が困難であると認めたとき、乙に対して契約の解除、または、委託した事業の全部もしくは

一部の停止を命ずることができる。 

２ 乙は、天変地異その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、

速やかに委託事業の中止を甲に申し出て、甲と協議のうえ、契約を解除することができる。 

３ 甲は、天変地異その他やむを得ない事由により、委託事業の内容を変更する必要が生じた

場合、甲乙協議のうえ、仕様書に記載された委託事業の内容を変更し、契約を変更すること

ができる。 

４ １項及び２項に基づく契約を解除した場合、甲乙協議のうえ、甲はただちに委託料の精算

を行い、既に支払った委託料がある場合は、その全部もしくは一部の返還を乙に請求するこ

とができる。  

 

（秘密の保持） 

第 15 条 乙は、委託業務の処理上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。また、契約終



了後も同様とする。 

２ 調査終了後は、個人情報に関する資料を破棄するものとする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 16 条 委託業務の処理に当たって、第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠

償する。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合においては、甲の負担

とする。 

 

（成果の利用） 

第 17 条 乙は、この契約に基づく調査の成果を自ら利用し、又は第三者に利用させてはなら

ない。 

２ この契約に基づく調査の成果は、甲に帰属し、甲はこれを自由に使用することができるも

のとする。 

 

（著作権） 

第 18 条 乙がこの調査委託により取得した著作権は、甲が所有するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 19 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記 

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（補則） 

第 20 条 この契約及び仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた事項については、

甲と乙が協議して決める。 

 

 本契約の証として、本書 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 令和 年 月 日 

 

              委託者   沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 
 
                    沖縄県知事 玉城 康裕 

 

 

       受託者 

 



 

別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、

この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（適正管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（管理及び実施体制） 

第４ 乙は、個人情報取扱責任者（この契約による事務に係る個人情報の適正な管理につい

て責任を有する者をいう。以下同じ。）を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、

点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなけれ

ばならない。 

２ 乙は、事務従事者（この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下

同じ。）を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を

取り扱うことがないようにしなければならない。 

３ 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施

体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。ま

た、当該事項に変更があった場合も同様とする。 

（作業場所の特定・持ち出しの制限） 

第５ 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人

情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。ま

た、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 

２ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出

してはならない。 

（収集の制限） 

第６ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を



 

契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 

（事務従事者への周知等） 

第９ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当

該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の

目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情

報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な

監督及び教育をしなければならない。 

（派遣労働者） 

第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合

において、秘密の保持に係る事項は、第２に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元と

の契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を

負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う

事務（以下「個人情報取扱事務」という。）については自ら行うものとし、第三者（乙の

子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）であ

る場合も含む。以下同じ。）に委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようと

する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承

諾を得なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 

⑻ 再委託の相手方の監督方法（監督責任者の氏名を含む。） 

３ 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護

に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならな



 

い。 

４ 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委

託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

５ 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲

の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

（資料等の返還等） 

第 12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づい

て、返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに

当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。この場合におい

て、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 

３ 乙は、前２項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する

等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第１項及び第２項の規定により消去する場

合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないよう

に確実に消去しなければならない。 

５ 乙は、第１項及び第２項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄

又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃

棄又は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならない。 

６ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければなら

ない。 

（検査及び報告） 

第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管

理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 

２ 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状

況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

（事故報告） 

第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生す

るおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を

講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、前項の事案が発生した場合（おそれがあるものを含む。次項において同じ。）、そ

の経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 

（指示及び報告） 

第 15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、

又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 



 

（契約解除） 

第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の

全部又は一部を解除することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損

害の賠償を求めることはできない。 

（損害賠償） 

第 17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った

場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。  

 

（注）１ 「甲」は委託者（沖縄県）、「乙」は受託者をいう。 

   ２ 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するもの

とする。 


